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富士見市手数料条例等の一部を改正する条例の制定について 

 富士見市手数料条例（平成１２年条例第３号）等の一部を改正する条例を別紙のと

おり制定する。 
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提 案 理 由 

長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部改正等に伴い、富士見市手数料条

例等の一部を改正したいので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、この

案を提出します。 

 

 

  



 

富 士 見 市 手 数 料 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

 

（富士見市手数料条例の一部改正） 

第１条 富士見市手数料条例（平成１２年条例第３号）の一部を次のように改正する。 

別表３９の項中「第６０条」を「第６０条第１項」に改め、同表４６の項中「第

８５条第５項」を「第８５条第６項」に改め、同表５６の項中「第８７条の３第５

項」を「第８７条の３第６項」に改め、同表６２の項中「から第３項」を「から第

７項」に改め、「長期優良住宅建築等計画」の次に「又は長期優良住宅維持保全計 

画」を加え、   (ｲ) 増築又は改築の場合         １件につき 13,00 
 

0円   を  
 (ｲ) 増築又は改築の場合         １件につき 13,00 

 (ｳ) 建築を伴わない場合         １件につき 13,00 
 

0円  
 に、   (ｲ) 増築又は改築の場合         １件につき 25,00 

0円  
 

0円   を  
 (ｲ) 増築又は改築の場合         １件につき 25,00 

 (ｳ) 建築を伴わない場合         １件につき 25,00 
 

0円  
 に改め、同表６３の項中「第３項」を「第７項」に改め、「長期優良住宅 

0円  

建築等計画」の次に「又は長期優良住宅維持保全計画」を加え、   (ｲ) 増築又は 
 

改築の場合         １件につき 85,000円   を  
 (ｲ) 増築又は 

 (ｳ) 建築を伴 
 

改築の場合         １件につき 85,000円  
 に、   (ｲ) 増築又は 

わない場合         １件につき 85,000円  
 

改築の場合         １件につき 194,000円   を  
 (ｲ) 増築又は 

 (ｳ) 建築を伴 
 

改築の場合         １件につき 194,000円  
 に 改 め 、 同 表 ６ ４ 

わない場合         １件につき 194,000円  

の項中「第３項」を「第５項」に改め、同表６５の項及び６８の項中「長期優良住 
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宅建築等計画」の次に「又は長期優良住宅維持保全計画」を加える。 

 （富士見市手数料条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 富士見市手数料条例の一部を改正する条例（令和３年条例第３３号）の一部

を次のように改正する。 

  附則第３項を削る。 

附 則 

この条例は、令和４年１０月１日から施行する。ただし、第１条中富士見市手数料

条例別表３９の項、４６の項及び５６の項の改正規定は公布の日から、第２条の規定

は令和５年２月２０日から施行する。 


